平成２１年３月４日
九州歯科大学禁煙宣言
　　公立大学法人九州歯科大学
理　事　長　福 田　仁 一　　　
九州歯科大学では、
　　健康増進法の第２５条に受動喫煙防止が規定されたことを受け、教育・研究・医療機関である本学は法の精神に鑑みて、平成２１年４月１日から敷地内を全面禁煙とします。
　20世紀は喫煙の害がわからずに、タバコを吸うことが当たり前の時代でしたが、21世紀は健康や環境が大切にされ、タバコを吸わないことが当たり前の時代になります。

　「健康と福祉に貢献できる職業人」の育成を目標とする責任ある教育・研究・医療機関である九州歯科大学は、環境・健康面の配慮を最優先し、タバコの健康影響を最小限にくい止め、今後新たな喫煙者を生まないために、敷地内禁煙宣言をいたします。

　禁煙宣言は、「九州歯科大学の建学の精神」および「九州歯科大学の人材育成の目標」を実現するための九州歯科大学の基本方針の一つと位置づけます。
